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土 木 工 事 施 工 条 件                 

明 示 項 目 明     示     事     項 

 

工程関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施工時間帯） 

 本工事は、通常の施工時間帯（８時から１７時）での施工を見込んでいるが、

施工時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。 

 

（工期） 

実質工期は、準備・後片付け期間、検査に要する期間、雨天・猛暑日・休日等

を含み、３６０日間を見込んでいる。なお、休日等には、日曜日、祝日、夏期休

暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

 

 

（施工班編成） 

 施工は二班施工を見込んでいる。 

 なお、施工時の班編成は任意であるが、この条件に、現場の実状、地元及び関

係機関との協議等により、制約が生じた場合は協議により工期変更の対象とす

る。 
 

安全対策関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工関係 

（交通誘導員） 

 交通誘導員は、１日あたり１名配置すること。 

ただし、対象工種の数量の変更や、現場の実状、地元及び関係機関との協議等

により、配置人員に変更が生じた場合は変更の対象とする。 

 

（仮設防護柵） 

 施工中の切土、砕石などの崩落及び飛散などの災害防止のため、仮設防護柵の

設置を行ってから施工を行うこと。 

仮設防護柵はタイプⅧを見込んでいるが、構造等は任意とし、変更の対象とし

ない。ただし、現場の実状、地元及び関係機関との協議等により、仮設工法等に

変更が生じた場合は変更の対象とする。 

 

（地質区分） 

図面に表記している地質区分線については想定であるため、現場の状況によ

り、対象工種の数量等の変更がある場合は、別途協議することとしている。 

 

  

建設副産物関係 
 (建設発生土) 

 

本工事で発生する建設発生土は、下記の受入施設に搬出することとする。 

受 入 施 設 備    考 

広島県建設発生土処分先

一覧表に掲載されている

施設（リサイクルプラン

ト） 

安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平 2144-1 の一

部の「中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラ

ント」（片道運搬距離７．５㎞）へ搬出するよう見

込んでいるが、他の「広島県建設発生土処分先一

覧表に掲載されている施設（リサイクルプラン

ト）」に掲げる受入施設に搬出することを妨げるも

のではない。 
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(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 

 
 本工事で発生するコンクリート殻（無筋）については、下記の受入施設に搬出

することとする。 

受 入 施 設 備    考 

産業廃棄物処分業の中間

処理の許可を有する再生

資源化施設 

 

安佐南区八木町字馬渕１２８－４の「太平土木㈱

タイヘイ八木リサイクル場」（片道運搬距離１０．

９㎞）に搬出するよう見込んでいるが、「太平土木

㈱タイヘイ八木リサイクル工場」以外の中間処理

の許可を有する再生資源化施設に搬出することを

妨げるものではない。 
 

  
(舗装版破砕) 

 
本工事で発生する舗装版破砕(アスファルト殻）は、下記の受入施設に搬出す

ることとする。 

受 入 施 設 備    考 

産業廃棄物処分業の中間

処理の許可を有する再生

資源化施設 

 

安佐北区安佐町久地名原山 1816-6 の「日本道

路株式会社広島中央合材」（片道運搬距離１１．９

ｋｍ）に搬出するよう見込んでいるが、「日本道路

株式会社広島中央合材」以外の中間処理の許可を

有する再生資源化施設に搬出することを妨げるも

のではない。 
 

 

建設発生木材 

（伐採木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事で発生する建設発生木材(伐採木）は、下記の受入施設に搬出すること

とする。 

なお、工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合

は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続きはじゅちゅ

者が行うこと。また、建設発生木材（伐採木）の数量、売却金額（手数料等を除

く）等については、変更対象とする。 

受 入 施 設 備    考 

産業廃棄物処分業の中間

処理の許可を有する再生

資源化施設 

 

安佐北区安佐町飯室沖野原 2516-1 の「有限会

社三重商会 沖野原事務所」（片道運搬距離１０．

１ｋｍ）に搬出するよう見込んでいるが、「有限会

社三重商会 沖野原事務所」以外の中間処理の許

可を有する再生資源化施設に搬出することを妨げ

るものではない。 
 

公害関係 １ モルタル吹付施工時の材料の飛散に十分注意すること。 

２ 運搬路等については、粉塵等により公衆に迷惑を及ぼすことのないように清

掃を心掛けること。 

３ 施工に当たっては、振動規制法、騒音規制法に基づき施工すること。 

 

その他 1 本工事の積算は、令和６年度土木工事標準積算基準書（令和６年８月版）及

び令和７年７月単価を使用している。 

2 本契約図書の図面は、A1 版を A3 版に縮小して表示している。 

 

 




